
渋谷区立中幡小学校「いじめ防止基本方針」    
 

    本方針は、人権尊重の理念に基づき、中幡小学校のすべての児童が安心して 

楽しい学校生活を送ることができるよう、いじめの根絶を目的に策定しました。 

 

１ いじめ防止にむけての基本姿勢 
  「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該
児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児
童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義されています。 

（いじめ防止対策推進法 平成 25年 9月） 

いじめは人権侵害であり、絶対に許されない行為であることから、いじめの兆候や発生
を見逃さず、学校が校長のリーダーシップの下、適切かつ迅速に組織として対応するた
め、いじめに対する認識を全教職員で共有します。 

  また、いじめはどの子にも起こりうるという事実を踏まえ、すべての児童を対象に、い
じめに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全教職員で示します。これらの基本
方針については、学校便りや学校ホームページ、保護者会等で周知できるようにします。 

２ いじめ対策のための校内組織の設置 
  校長、副校長、生活指導主任、養護教諭、スクールカウンセラー等からなるいじめ防止
等の対策のための校内組織「中幡小学校いじめ対策委員会」を設置します。そして、それ
ぞれの役割を遂行し、定期的にいじめ防止等の対策における会議を設定、開催します。ま
た、いじめに関する校内研修を年 3回以上実施し、教職員の対応力向上を図ります。 

３ いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する取組（別表） 

４ 教育委員会や関係機関との連携 
① いじめにより児童の生命、心身または財産に被害が生じた疑いや、相当の期間、学校を

欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの事態が発生した場合は、いじめの
「重大事態」として速やかに教育委員会に報告します。 

② いじめにより心身に著しい被害が生じた場合は、渋谷区教育センター、渋谷区子ども家
庭支援センター、東京都児童相談センター等、関係機関と連携して対応します。 

③ いじめの内容が犯罪行為として取り扱われる場合は、代々木警察署と連携して対処しま
す。 

上記のように、「重大事態」の定義に当てはまる事態が発生した際には速やかに対応します。 

５ 保護者への連絡と支援、助言 
  いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童とその保護
者に支援や、いじめを行った児童の保護者に対する助言を行います。また、事実関係によ
り判明した事案に関する情報は、人権やプライバシーに配慮し、関係する保護者に適切に
提供します。 

６ 懲戒権の適切な行使 

  教育上必要があると認めるときは、学校教育法第１１・３５条及びいじめ防止対策推進
法第２５・２６条等の規定に基づき、いじめを受けた児童の保護を第一に、いじめを行っ
た児童に対して適切に懲戒を加えることがあります。ただし、いじめには様々な要因があ
り、懲戒を加える際には、教育的配慮に十分留意し、いじめた児童が自らの行為を理解、
反省し、健全な人間関係を育むことができるように促します。 

７ 学校評価の実施 
  いじめ問題への取組について自己評価を行い、学校関係者評価と合わせ改善を行います。 


